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◇
秋
田
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
四
九
号
）

１

県
民
税

（一）

肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
所
得
割
の
課
税
の
特
例
の
適
用
期
間
を
平
成
二
一

年
度
ま
で
（
現
行
平
成
一
八
年
度
ま
で
）
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
附
則
第
五
条
関
係
）

（二）

特
定
中
小
会
社
の
特
定
株
式
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
課
税
の
特
例
に
つ
い
て
、
特
例
の
対
象

と
な
る
特
定
株
式
の
取
得
期
間
を
平
成
一
九
年
三
月
三
一
日
ま
で
（
現
行
平
成
一
七
年
三
月
三

一
日
ま
で
）
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
附
則
第
一
二
条
の
三
関
係
）

２

不
動
産
取
得
税

（一）

次
に
掲
げ
る
減
額
措
置
の
適
用
期
限
を
平
成
一
九
年
三
月
三
一
日
ま
で
（
現
行
平
成
一
七
年

三
月
三
一
日
ま
で
）
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
附
則
第
一
六
条
関
係
）

（１）

心
身
障
害
者
を
多
数
雇
用
す
る
事
業
所
の
事
業
主
が
助
成
金
の
支
給
を
受
け
て
取
得
す
る

事
業
用
施
設
に
係
る
税
額
の
減
額
措
置

（２）

入
会
林
野
等
に
係
る
権
利
関
係
の
近
代
化
の
助
長
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
一
年
法
律
第

一
二
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
入
会
権
者
等
が
入
会
林
野
整
備
等
に
よ
り
取
得
す
る
土
地
に

係
る
税
額
の
減
額
措
置

（３）

産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
一
一
年
法
律
第
一
三
一
号
）
に
規
定
す
る
認
定
事
業

再
構
築
計
画
、
認
定
共
同
事
業
再
編
計
画
又
は
認
定
経
営
資
源
再
活
用
計
画
に
従
っ
て
譲
渡

さ
れ
る
不
動
産
に
係
る
税
額
の
減
額
措
置

（二）

生
前
一
括
贈
与
に
係
る
贈
与
税
の
納
税
猶
予
を
受
け
て
い
る
者
が
、
適
用
対
象
農
地
等
の
す

べ
て
を
一
定
の
農
業
生
産
法
人
に
使
用
貸
借
す
る
等
の
場
合
で
贈
与
税
の
納
税
猶
予
の
継
続
を

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
徴
収
猶
予
を
継
続
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。
（
附
則
第

一
八
条
関
係
）

３

自
動
車
取
得
税

（一）

電
気
自
動
車
、
天
然
ガ
ス
自
動
車
、
メ
タ
ノ
ー
ル
自
動
車
及
び
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
に
係

る
税
率
の
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
平
成
一
九
年
三
月
三
一
日
ま
で
（
現
行
平
成
一
七
年
三
月

三
一
日
ま
で
）
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
附
則
第
二
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係
）

（二）

平
成
一
五
年
又
は
平
成
一
六
年
自
動
車
排
出
ガ
ス
規
制
に
適
合
し
た
自
動
車
の
う
ち
、
粒
子

状
物
質
の
排
出
量
が
そ
の
許
容
限
度
よ
り
四
分
の
三
以
上
少
な
い
一
定
の
自
動
車
の
取
得
に
係

る
税
率
の
特
例
措
置
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
附
則
第
二
二
条
第
九
項
関
係
）

（三）

平
成
一
六
年
自
動
車
排
出
ガ
ス
規
制
に
適
合
し
た
自
動
車
の
取
得
に
係
る
税
率
の
特
例
措
置

を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
附
則
第
二
二
条
第
一
〇
項
関
係
）
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４

そ
の
他

（一）

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
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例

秋
田
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男
　

秋
田
県
条
例
第
四
十
九
号

秋
田
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

秋
田
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
七
十
四
条
の
三
第
二
項
中
「
以
下
本
条
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
負
担
附
贈
与
」
を
「
負
担
付
贈
与
」
に
、
「
民
法
第
千
二
条
の
負
担
附
遺
贈
」
を

「
同
法
第
千
二
条
第
一
項
の
負
担
付
遺
贈
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
百
七
十
四
条
の
二
第
三
項
」
を
「
前
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
第
一
項
中
「
平
成
十
八
年
度
」
を
「
平
成
二
十
一
年
度
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
の
三
第
六
項
及
び
第
十
六
条
中
「
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
一
号
）
附
則
第
五
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
受
贈
者
に
係
る
前
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

一
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
」
と
、
「
同
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
」
と
、
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
前
項
」
と
、

「
附
則
第
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
」
と
、
「
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
第
一
項

た
だ
し
書
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
一
号
）
附
則
第
五
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と

さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
」
と
、
「
又
は
第

十
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
十
八
項
又
は
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
一
号
）
附
則
第
五
十
五
条
第
四
項
、
第
六
項
若
し
く
は

第
十
二
項
」
と
、
「
附
則
第
十
二
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
」
と
、
「
租
税
特
別
措
置
法
第
七

十
条
の
四
第
二
十
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
第
二
十
四
項
」
と
、
「
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
改
正

前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
第
四
項
」
と
、
「
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
第
五
項
」

と
、
前
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
一
項
」
と
す
る
。
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附
則
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
及
び
第
十
項
を
削
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
県
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
六
条
及
び
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行

日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３

新
条
例
附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す

る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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